
１ まん延防止等重点措置実施区域の指定に伴う対策（飲食店、イベント）

２ 医療提供体制の強化（フェーズⅤに向けた調整、適切な療養）

３ 小児陽性者への対応（医療ケアの強化）

４ 保健所体制の強化（職員応援の強化、業務の重点化・効率化）

５ 自宅療養者等相談支援センターの設置

６ 兵庫県医師会との連携強化（宿泊療養・自宅療養者対策、ワクチン接種等）

オミクロン株感染拡大への対応の強化

令和４年１月25日

兵 庫 県

参考資料



営業終了 ～21時 ～20時 ～20時

酒類提供 ○ × ×

協力金 2.5～７.5万円 3～10万円 3～10万円

まん延防止等重点措置実施区域の指定に伴う主な対策

区 分 認証店 非認証店

人数制限
同一テーブル４人以内 同一グループ４人以内

対象者全員検査で人数制限緩和 ー
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上限２万人（感染防止安全計画を策定しない場合は５千人）

対象者全員検査で人数上限緩和
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医療提供体制の強化

速やかにフェーズⅤ体制の構築に向け関係機関と調整病床等の運用（ﾌｪｰｽﾞ）

フェーズ Ⅰ Ⅱ Ⅲ 感染拡大期１ Ⅳ 感染拡大期２
Ⅴ 感染拡大

特別期

フェーズ
切替の
契機

病床利用率 10%未満 10%以上 20%以上 50%以上

総合的に判断
（800人以上）

新規感染者週平均

[週患者数/人口10万人]

20人未満

［2.5人未満］

20人以上

［2.5人以上］

80人以上

[10人以上]

400人以上

[50人以上]

体制

構築の考え方
20人の新規
感染者に対応

80人の新規
感染者に対応

400人の新規
感染者に対応

800人の新規
感染者に対応

病床
病床数 300床 600床 1,000床 1,200床 1,400床～

うち重症 30床 60床 100床 120床 140床～

宿泊 室数 300室 1,000室 1,500室 2,000室 2,400室～

症状に応じた適切な療養

患者の増加による入院医療のひっ迫を回避するため、次の対応を基本とする。
① 中等症(概ねⅠ程度)患者については、医療ケアの充実を図った宿泊療養施設での療養
② 軽症・無症状者は、十分な医療観察体制を確保したうえで、自宅での療養

宿泊療養施設において、医師派遣施設を拡充（７→８施設）（＋140室）



小児陽性者への対応

医療ケアの強化

・既存の小児科受入病院(19病院)に対して、受入拡充を要請

・その他コロナ対応病院（※常勤小児科医が複数在籍）(15病院）に対しても、新たに小児受入れ要請

・県立こども病院（現在７床）で、受入拡充を検討
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基本的な考え方

一人で入院や宿泊療養が可能な小児 大人と同様、症状に応じた療養

付き添
いが必
要な小
児

保護者が
軽症・無
症状

小児が入院を必要
としない

保護者とともに宿泊もしくは自宅待機

小児が入院が必要 各圏域の小児対応医療機関に付き添い入院

保護者の症状が重く
付き添いができない

症状に応じて、県立こども病院等で入院

・小児用パルスオキシメーターの配布

・往診対応医師研修の実施による小児往診対応医療機関の拡充

・宿泊療養施設への小児向け食事や間食の配備



重点化・効率化

職員応援の強化

～1/20

約500人［一週間累計]

1/21～

約1,000人［一週間累計]

重
点
化

・患者本人の調査 ： 項目の絞込み（本人情報、症状等のみへ）
・濃厚接触者の調査 ： 患者本人からの連絡（従来は、同居家族等へ調査）
・施設調査 ： 重症化ﾘｽｸの特に高い施設を中心へ（高齢者施設、障害者施設）

積極的疫学調査のさらなる重点化、保健所業務の効率化を実施

1月13日から開始している応援職員の派遣を強化（1/21～強化済）

保健所体制の強化

＋
効
率
化

・医師会と連携した取組 ： 発生届・追加情報提供書等による迅速な療養対応
・軽症・無症状者 ： オンラインフォームへの患者本人による情報入力も推進

相談業務等の軽減 自宅療養者専用の２４時間コールセンターを設置【次頁】



自宅療養者等相談支援センターの設置

自宅療養者等相談支援センター［保健所を代行］

健康相談

［24h対応］

看護師等による健康相談
急変時は、保健所・CCC-Hyogoへ連絡

医療機関案内
体調不良時の症状の確認
症状に応じた外来・往診医療機関の紹介
発熱等診療・検査医療機関への連絡・調整

生活支援対応
配食等の生活支援の希望受付
市町、配送業者への配食等の配送依頼

１ 対 象 自宅療養者、濃厚接触者（同居人、友人等）

２ 開 設 １月28日～

２ 対応時間 24時間

３ 体 制 看護師等による電話相談（最大50回線）

４ 業務内容

保健所・
CCC-Hyogo

医療機関

市町・
配送業者

自
宅
療
養
者
・
濃
厚
接
触
者

保
健
所
に
よ
る
ト
リ
ア
ー
ジ

（
軽
症
・
無
症
状
者
）



兵庫県医師会と連携した取組の強化

区 分 主 な 内 容
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① 往診体制等の強化 ・往診対応医師（成人・小児）研修の実施 【１月中の予定】

②医療強化型宿泊療養施設
の拡充

・医師派遣施設を拡充（7→8施設）（＋140室）

③ 外来医療体制の強化
［発熱等診療･検査医療機関等］

・発熱等診療･検査医療機関において､保健所を介さず、以下の取組みを実施

・陽性診断後も引き続き、健康観察や必要に応じた診療も実施

・自宅療養者等相談支援センターの紹介を受け、外来診療を実施

ज
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①保健所業務の負担軽減

・保健所との情報共有等を徹底することで、症状に応じた療養等を促進

①発生届の疫学的調査部分等の記載

②必要な療養区分等を記載した「追加情報提供書」の保健所への提供

③HER-SYSの活用による患者情報の共有

② ワクチン接種の推進支援
・３回目接種や小児・若者世代の接種に向けた協力

（地域の医療機関としての協力、市町の接種会場での従事）

宿泊療養施設での医療ケア、自宅療養者等への往診等の充実に加え保健所業務の負担軽減においても連携を強化


